
耐震診断・耐震改修マーク表示制度要綱 

 

財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター 

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会 

 

（目的） 

第１条 本制度は、昭和 56 年以前に建築された多数の者が利用する等の建築物について、耐震診断、

又は、耐震改修を行った結果、当該建築物が、現行の建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下

「耐震改修促進法」という。）に基づく耐震診断の指針又は建築基準法に基づく耐震基準に適合する

ことが確認できた場合に、その旨を表すマーク（以下「マーク」という。）を記載したプレートを用いてそ

の旨を当該建築物等に表示し建築物利用者等に情報提供することにより、建築物所有者・管理者の

耐震安全意識向上を図るとともに耐震改修を促進し、さらに地震発生時における建築物利用者等の

的確な対応を可能とすることを目的とする。 

 

（制度の名称） 

第２条 本制度は、「耐震診断・耐震改修マーク表示制度」と称する。 

 

(用語の定義) 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

  一 耐震改修支援センター (財)日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センタ

ーをいう。 

  二 ネットワーク委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会をいう。 

  三 特定行政庁 建築基準法における特定行政庁をいう。 

  四 所管行政庁 耐震改修促進法における所管行政庁をいう。 

  五 耐震判定団体 ネットワーク委員会に加入し耐震判定委員会等(以下「耐震判定委員会」

という。)を設け所管行政庁の指導に基づいて耐震診断・耐震改修計画の判定・評定(以下

「判定」という。)を行っている公益法人等の団体をいう。 

  六 指定確認検査機関 建築基準法における指定確認検査機関をいう。 

 

（本制度の対象とする建築物） 

第４条 本制度の対象とする建築物は、昭和 56 年以前に旧耐震基準により建築された建築物で以下の

用途・規模のものとする。 

(1) 耐震改修促進法に定める特定建築物に該当する用途、規模であるもの(別添参考資料) 
(2) 分譲の共同住宅で、階数が 3 以上かつ延べ床面積 1000 ㎡以上であるもの 

２ 対象建築物は、本制度の普及状況及び社会情勢等を勘案して、随時見直すものとする。 

３ 第１０条のプレート交付者は、第２１条の運営要領に特に定めた場合は、本条に規定する

建築物以外の建築物を本制度の対象とし、又は本条に規定する建築物の一部を除外とするこ
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とができる。 

 

（マークの作成） 

第５条 マークの作成は、耐震改修支援センター及びネットワーク委員会が行う。 

２ マークは商標登録を行うものとする。 

 

(プレートの作成者及び提供) 

第６条 耐震改修支援センターは、統一的な利用の推進を図るために、マークの入ったプレートを

作成するものとし、プレートの交付者に提供するものとする。 

 

(プレートの様式) 

第７条 プレートの様式は別記による。 

 

(プレートの交付の対象となる建築物) 

第８条 プレートの交付の対象となる建築物は、第４条において本制度の対象とした建築物のうち、

以下の確認等が行われたものとする。 

(1) 耐震判定団体が行う既存建築物の耐震診断の判定を取得し、耐震判定団体から当該建築

物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合する判定を受けた建築物 

(2) イ．所管行政庁において耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を受けた後、所管

行政庁から当該建築物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合することを確認さ

れた建築物 

ロ．既存建築物の耐震改修を建築基準法による建築確認を受けて実施し、完了検査が行

われ、検査済証の交付を受けた建築物 
ハ．耐震判定団体が行う既存建築物の耐震診断・耐震改修計画の判定を取得し、耐震判

定団体から当該建築物の耐震性が耐震改修促進法の耐震基準に適合することを確認さ

れた建築物 

 

（プレートの交付の申請者） 

第９条 プレートの交付の申請者は、前条の確認等が行われた建築物の所有者又は管理者でプレ

ートの交付を希望する者とし、同条の確認等に係る判定書、検査済証等を添付してプレート交

付者に申請するものとする。 

 

（プレート交付者） 

第１０条 プレート交付者は、第８条で建築物の耐震性が現行の耐震基準に適合することを確認

した以下の者とする。 

一 特定行政庁 
二 所管行政庁 
三 耐震判定団体 
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四 ネットワーク委員会に加入している指定確認検査機関 
五 耐震改修支援センター（但し、ネットワーク委員会に加入していない指定確認検査機関

による第８条(２)ロの確認等が行われた建築物の所有者又は管理者からプレートの交付

の希望があった場合に限る。） 
２ 都道府県内において、プレートの交付を統一的に行なおうとする場合は、前項によらず、関係する

プレート交付者間で協議を行い、合意されたプレート交付者がプレートを交付できるものとする。 

 

（プレートの交付） 

第１１条 プレート交付者は、プレートの交付時に、プレートにプレート交付者名、交付年月日、

建築物名称及び交付番号を記載して申請者に交付するものとする。 

 

（プレートの交付に係る費用負担） 

第１２条 プレートの交付者は、プレートの交付時に、申請者にプレートの交付に係る費用の負

担を求めることができるものとする。 

 

（プレートの建築物への表示等） 

第１３条 プレートの交付を受けた者は、プレートを当該建築物に表示することができる。また、

プレートの交付を受けたことを、当該建築物のホームページ又は印刷物に掲載することができ

るものとする。 

 

（プレートの有効期間） 

第１４条 プレートの有効期間は、原則として定めない。 

 

（建築物の改変の際の交付申請） 

第１５条 プレートの交付を受けた建築物が増改築等耐震性に関係する改変等を行う場合には、

改めて交付者に交付を申請しなければならない。この場合の交付の申請手続き等は前条までと

同様とする。 

 

(マークの使用) 

第１６条 耐震診断・耐震改修推進のため、特定行政庁、所管行政庁又は耐震判定団体は、マーク 

を本制度以外に印刷物等に使用することができる。この場合使用者はネットワーク委員会に使

用の目的及び方法等を報告するものとする。 

 

（報告及び調査） 

第１７条 プレート交付者は、プレートの交付に関して必要があると認めるときは、交付を受け

た者に対し、報告又は資料の提出を求め、又はこれらの者の承諾を得て現地調査を行うことが

できる。 
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（交付の取消し） 

第１８条 プレート交付者は、プレートの交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合には、

その交付を取り消すことができる。 

(1) 申請者が交付の取消しを申請した場合。 

(2) 偽りその他不正な手段によりプレートの交付を受けたことが判明した場合。 

(3) 当該建築物が耐震性に係る用途変更又は増改築等の改変を行った場合。 

(4) 正当な理由が無く、第１７条による報告、資料の提出及び調査を拒否した場合。 

(5) プレートの運用にあたって不誠実な行為を行った場合。 

 

（守秘義務） 

第１９条 プレート交付者その他プレートの交付に関係した者は、その職務上知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。ただし、申請者の了解を得た場合を除く。 

 

（普及促進） 

第２０条 耐震改修支援センター、ネットワーク委員会は、建築物の耐震診断・耐震改修の促進、マー

ク・プレートの普及・啓発に関し、国、特定行政庁及び所管行政庁の協力を得るとともに必要な措置を

講ずるものとする。 

 

（プレート交付者の運営要領） 

第２１条 プレート交付者は、本制度の運用にあたり、必要により本制度要綱を参考に運営要領

を定めることができるものとし、ネットワーク委員会に届けるものとする。（い） 

 

附則 

１ 本要綱は、平成２０年２月１３日から施行する。 

２  本要綱施行前に第 8 条による確認等が行われた建築物については、申請者から申請があった場合

は本制度の対象とする。 

 

附則（い） 

１ 本要綱は、平成２０年７月４日から施行する。 
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別記 

 
プレートの様式 

 大きさはＡ４判(縦 297 ㎜×横 210 ㎜)とする。 

耐震改修支援センターは、交付者名、交付年月日、建築物名称及び交付番号は空欄のプレート

を作成し、プレート交付者が記載するものとする。ただし、本要綱制定前に既にプレートを発行

していたプレート交付者が運営要領に特に定めた場合は、発行日及び交付番号等の該当建物を特

定するために記載する事項並びにプレートの大きさ等については運営要領によることができるも

のとする。（い） 
 

 
プレートの様式 A4 判の例 
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別添参考資料 

耐震改修促進法における特定建築物一覧 

用途 特定建築物の規模要件 
小学校，中学校，中等教育学校の前期課程

盲学校，
ろう

聾学校若しくは養護学校 
階数２以上かつ1,000㎡以上 
＊屋内運動場の面積を含む 学校 

上記以外の学校 階数３以上かつ1,000㎡以上 
体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数１以上かつ1,000㎡以上 
ボーリング場，スケート場，水泳場その他これら

に類する運動施設 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

病院，診療所 階数３以上かつ1,000㎡以上 
劇場，観覧場，映画館，演芸場 階数３以上かつ1,000㎡以上 
集会場，公会堂 階数３以上かつ1,000㎡以上 
展示場 階数３以上かつ1,000㎡以上 
卸売市場 階数３以上かつ1,000㎡以上 
百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店

舗 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

ホテル，旅館 階数３以上かつ1,000㎡以上 
賃貸住宅（共同住宅に限る。），寄宿舎，下宿 階数３以上かつ1,000㎡以上 
事務所 階数３以上かつ1,000㎡以上 
老人ホーム，老人短期入所施設，身体障害者福祉

ホームその他これらに類するもの 
階数２以上かつ1,000㎡以上 

老人福祉センター，児童厚生施設，身体障害者福

祉センターその他これらに類するもの 
階数２以上かつ1,000㎡以上 

幼稚園，保育所 階数２以上かつ500㎡以上 
博物館，美術館，図書館 階数３以上かつ1,000㎡以上 
遊技場 階数３以上かつ1,000㎡以上 
公衆浴場 階数３以上かつ1,000㎡以上 
飲食店，キャバレー，料理店，ナイトクラブ，ダ

ンスホールその他これらに類するもの 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

理髪店，質屋，貸衣装屋，銀行その他これらに類

するサービス業を営む店舗 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する

建築物を除く） 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を

構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供す

るもの 

階数３以上かつ1,000㎡以上 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は

駐車のための施設 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

郵便局，保健所，税務署その他これに類する公益

上必要な建築物 
階数３以上かつ1,000㎡以上 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 政令で定める数量以上の危険物

を貯蔵，処理する全ての建築物 
地震によって倒壊した場合においてその敷地に接

する道路の通行を妨げ，多数の者の円滑な避難を

困難とするおそれがあり，その敷地が都道府県耐

震改修促進計画に記載された道路に接する建築物

全ての建築物 

 


	 別記

